
informationお知らせ

　地方公共団体は、行政活動の質的・量的な変化に応じて、その内部組織の改革や再編を行っ
ていく必要があります。これを「機構改革」といいます。
　本町も、四万十町まちづくり基本条例に定める「住民福祉の向上」をはじめ、社会情勢や行政
課題、住民ニーズなどに的確に対応した組織体制と執務環境が求められていることから、役場組
織の再編と業務体制の見直しを行った結果、令和２年４月から次のとおりとなります。
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（株）生田組
(有)谷渕住設

（株）三洋測量設計
（株）田邊建設
芝工務店
(有)国沢組

(有)横山建材店
(有)トシマ建設
(有)吉岡建設

(株)第一コンサルタンツ
(有)高南技術コンサルタント

(有)郷田組
大東建設(株)
(有)外崎建設
(有)七里建設
(有)七里建設
(有)松葉建設

(株)日化住宅機器
(有)山一建設
(株)はまさき
(有)三浦建設
(株)井原組
(株)井原組

(有)高南技術コンサルタント

令和元年度　入　札　結　果　（令和２年１月分）　　

※この入札結果は、予定価格250万円以上の工事・委託業務についてのみ公表しています。
　契約金額は、消費税込みの金額。 〔お問い合わせ先〕 総務課　☎22-3111

令和元年度　防安金　第 4-001-1 号　町道宮ノ越線改良工事
令和元年度　くぼかわ保育所　ブロック塀等改修工事

令和元年度　国土調査法に基づく一筆地調査（興津の一部）
令和元年度　小鳩保育所　移転整備事業（建築主体）
令和元年度　小鳩保育所　移転整備事業（木工）
令和元年度　小鳩保育所　移転整備事業（電気設備）
令和元年度　小鳩保育所　移転整備事業（機械設備）
令和元年度　元災　第 274号　一級水系普通河川　羽立川谷川　河川災害復旧工事
令和元年度　農耕　第２号　影野地区農地整備工事
令和元年度　周辺整備　第１号　見付地区用水路測量設計委託業務
令和元年度　防安金　第１-019-１号　町道向山線（コヤノ谷１号橋）橋梁修繕設計委託業務
令和元年度　元災　第 280号　町道轟崎葛籠川線　道路災害復旧工事
令和元年度　元災　第 167号　町道戸川日吉線　道路災害復旧工事
令和元年度　元災　第 169号　町道井長原線　道路災害復旧工事
令和元年度　防安金　第５-001-７号　荒神床橋　橋梁修繕工事
令和元年度　防安金　第５-004-４号　柿谷橋　橋梁修繕工事
令和元年度　道路安全対策　第１号　町道勝賀野川の内線　防護柵設置工事
令和元年度　増補　第４号　井細川簡易水道　配水管移設工事
令和元年度　元災　第 412-102 号　志和　水路災害復旧工事
令和元年度　農整　第４号　興津排水機場遊水池改修工事
令和元年度　防安金　第５-001-８号　湯上り橋　橋梁修繕工事
令和元年度　防安金　第１-008-１号　町道大奈路中津川線　道路改良工事（中津川～森ヶ内工区）
令和元年度　防安金　第１-008-２号　町道大奈路中津川線　道路改良工事（中津川～森ヶ内工区）
令和元年度　四万十町役場　旧跡地用地測量委託業務

野々川・久保川
大井川・八木令和元年度　十和地域街路灯改修工事 （株）日化住宅機器 2,890,800 １／16 ～ ３／31

健 康 し お りの

依存症について

  〔お問い合わせ先〕  健康福祉課　☎22-3115

　この言葉を聞いてほとんどの方は「アルコール依存症」を想像されるか
もしれません。
　しかし、近年ではお酒以外に煙草や薬物、ギャンブルや買い物、窃盗や
ゲームなど、身近な物や行為への依存もその対象とされています。また異
性への依存や共依存など人に対する関係依存までが依存症の対象に含ま
れ、その多様化も課題となっています。

　発症の背景や進行具合はさまざまですが、心理社会的治療では共通する部分があります。例えば物や行為に対する捉
え方を自ら修正し、感情や行動を改善していく「認知行動療法」、同じ問題で悩む人が集い、行為の振り返りやテーマ
を共有し適切な考え方を身につける「集団療法」、家族など身近な支援者が集い、正しい知識を学び適切な対処方法を
身につける「家族療法」などがあります。いずれも専門相談機関などへの相談が大切です。

身近な相談先

高知県立精神保健福祉センター

高知県須崎福祉保健所

四万十町役場 健康福祉課

大正　町民生活課

十和　町民生活課

☎（088）821-4966
☎（0889）42-1875
☎ 22-3115
☎ 27-0112
☎ 28-5112

ご相談の過程で他専門機関と連携させていただく場合があります。

高齢者支援課の新設1

高幡西部特別養護老人ホーム組合の解散とその後の「窪川荘」「四万十荘」の運営2

係制の導入と事務分担の見直し3

　本庁東庁舎１階にある健康福祉課の高齢者福祉・
介護保険事業部門を「高齢者支援課」として、西
庁舎１階の町民課横に新設します。
　これにより、現在、西庁舎の町民課で対応している後
期高齢者医療制度などに加え、介護保険事業などの高
齢者に関する窓口を西庁舎１階に集約することとなり、
庁舎間の移動などにともなう来庁者の負担軽減を図り
ます。また、年々複雑化する制度やこれにともなう職員
数の増加などにも対応できることとなり、住民サービス
の更なる向上と行政運営の効率化につながります。

　昭和48年に旧４町村（窪川町・大正町・十和村・大野見村）で設置し、特別養護老人ホーム「窪川荘」と「四万十荘」を運営
してきた高幡西部特別養護老人ホーム組合（現在の構成団体は、本町と中土佐町の２町）は、本年３月31日に解散します。
　高幡西部特別養護老人ホーム組合は、旧４町村の区域内における利用ニーズに対応するために設置した一部事務組合※

ですが、現在までに中土佐町にも特別養護老人ホームが整備されたことなどにより、「窪川荘」「四万十荘」とも利用者の大
半が本町の町民です。
　このため、高幡西部特別養護老人ホーム組合は解散し、その後の「窪川荘」と「四万十荘」は、本町が運営して
いくこととしています。
　利用者の皆さまには、運営主体の変更にともない、必要な手続などを行っていただく
場合もありますが、現在のサービスが確実に維持できるよう努めてまいりますので、
ご理解とご協力をお願いします。

　これまでは、課長などの采配により課内に「グループ」と呼ばれる事務執行体制を編成し、事務処理を行ってきましたが、事
務処理の効率化と、担当部署や責任の所在を明確にするため、課内に「係（または室や班）」を組織し、それぞれに係
長（または室長や班長）を配置します。また、組織の再編や係制の導入にあわせて、事務分担の見直しを行っています。
　なお、係の名称など詳細については、４月の人事異動後に広報などを通じて改めてお知らせします。

高齢者支援課の西庁舎１階での業務は、本年５月７日
（木）からを予定しています。移転までは、これまで
どおり本庁東庁舎１階で業務を行っています。

一部事務組合とは … 地方自治法第 284 条第 2 項の規定に基づき、複数の地方公共団体など
が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設立した組織。

【用語解説】
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